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議案第９０号 

琴浦町都市公園条例の一部改正について 

別紙のとおり、琴浦町都市公園条例の一部を改正することについて、地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会

の議決を求める。 

 

 

令和 ８ 年 ６ 月２５日　　提　出 

琴　浦　町　長　　福 本 ま り 子 

令和 ８ 年   月　　日 

琴浦町議会議長　　前 田 智 章 
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令和８年琴浦町条例第　号 

 

琴浦町都市公園条例の一部を改正する条例 

 

　琴浦町都市公園条例(平成16年琴浦町条例第174号)の一部を次のように改正

する。 

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠

で示すように改正する。 
 

改正後 改正前

  

別表第３(第16条関係)

 

別表第３(第16条関係)

 
区分 金額

単位 使

用

料

電灯料

略

琴浦町サ

ッカー場

１

時

間

町

内

者

全

面

2,2

00

円

全灯 

1,800

円、半

灯 900

円

半

面

1,1

00

円

全灯 9

00円、

半灯 4

50円

町

外

者

全

面

4,4

00

円

全灯 

3,600

円、半

灯 1,8

区分 金額

単位 使

用

料

電灯料

略

琴浦町サッ

カー場 

 

 

１

時

間

町

内

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

660

円

町

外

者

 

1,3

20

円

nagayo
四角形

nagayo
四角形
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　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。

 
備考　略 備考　略

00円

半

面

2,2

00

円

全灯 

1,800

円、半

灯 900

円
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